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は じ め に

本稿 は次の2つ の 目的をもつ。第1に,コ ースの定理が本当に成立するのか

という問題を取 り扱った研究をまとめ,こ の定理が成立するための条件を見出

し,こ の定理をどう解釈するのが正 しいかを考察することである。第2に,コ ー

スの定理が 『企業組織の経済学』 と 『法 と経済学』の2つ の学問領域が発展す

る契機 となった理由を明らかにすることである。

本稿 は5つ の節か ら構成される。1節 ではR.H.コ ース(R.H.Coase)の 代

表的な論文である 「企業の特性」(TheNatureoftheFirm)(1937)と 「社会

コス トの問題」(TheProblemofSocialCosts)(1960)の 要点をまとめて,そ

れ らの共通点を明 らかにする。2節 では,コ ースの定理 を解釈する代表的な考

え方を紹介する。また,コ ースの定理が ミクロ経済学の意味において2つ の主

張を行っていることを指摘する。3節 ではコースの定理 は成立するのか という
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問題 を分析 した研究の要点をまとめる。4節 ではコースの定理における効率性

がパ レー ト効率性 を意味しているのか という問題を考える。5節 では以上の分

析を踏まえて結論 を述べる。

本稿では7つ の結論を得た。特に強調 したい結論は,コ ースの定理は外部性

を発生 させるものに付与 された法的な資格(entitlement)1)が 法律上の責任ルー・・一

ル(1egalliabilityrule)で はな くて,財 産権ルール(propertyrightrule)に

よって保護されているときに成立するとい うことである。コースの定理は成立

するのかとい う問題を取 り扱 った研究では,こ の定理が成立する条件や成立を

妨げる要因が分析 され,そ の結果,こ の定理は成立するあるいは成立 しないと

いった異なった結論が得 られ,激 しい議論が生 じていた。 このような議論は,

外部性を発生させるものに付与された法的な資格が2つ のルールの うちどちら

によって保護されているかというはっきりした区別が行われずに混同されてい

たことにその原因があった。2つ のルールを明示的に区別するとい う研究はそ

の後,『 企業組織の経済学』 と 『法 と経済学』の2つ の学問領域を発展 させる

契機 を与えた。前者においてはコースの定理から取引 コス ト論 工一ジェンシー

理論,財 産権の理論へ と理論の展開が見 られ,企 業組織に関連 した様々な構造

が権利の観点か ら分析 されることとなった。後者においては,コ ースの定理を

契機 として外部性の問題 を道徳的な側面から分析す る 『伝統的な法 と経済学』

か ら効率性の観点か ら分析する 『新古典派的な法 と経済学』へ と発展 したので

ある。

1)法 的 な資 格(entitlement)と は,『 英 和 ア メ リ カ法 律用 語 辞典 』 で は 「法 律 上 の

要件 を満 た してい る こ とを証 明 すれ ば特 定の物 を得 られ る絶 対 的 な権 利 」,『英米

法 辞 典』 で は 「利 益 また は権 利 を受 け る資格 」 と説 明 されて い る。 『英和 アメ リ

カ法律 用語 辞典 』,PMC出 版,1978年,p.87と 『英米 法辞 典』,東 大 出版 会,1991

年,p.296を 参照 の こ と。
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1.「 企業の特性 」 と 「社会 コス トの問題」 にお けるコースの分析の関係

コースは,1937年 の論文 「企業の特性」において,取 引コス トの概念を使い,

企業が存在する理由を説明 している。この説明の要点をまとめると次のように

なる。経済主体は,財 ・サービスを市場で取 り引 きする際には,取 引相手 を見

つけて交渉の意志と条件 を伝達 し,様 々な交渉を行い,契 約を締結 し,契 約の

条項が遵守されているかを監視 し,遵 守 されていないときには履行 を強制 しな

ければならない。これ らの活動にかかるコス トを取引 コス トという。つま り,

取引コス トとは模索 と情報のコス ト,交 渉 と意志決定のコス ト,監 視 と強制の

コス トの総称のことである。また,資 源配分 には価格メカニズムによる資源配

分 と企業内における資源配分 という2つ の方法がある。これ らは代替関係にあ

る。前者は市場取引を通 して行われる価格の変化による生産調整であ り,後 者

は企業内で企業家(=資 源配分の方向付けを行う者)に よって行われる生産調

整を意味する。企業が生産要素(の 所有者)と 契約を結ぶ ときのコス トを組織

化のコス トという。もしも生産要素を市場取引で購入するときのコス トよりも,

企業が生産要素(の 所有者)と 契約を結ぶときのコス トの方が小 さいならば,

生産要素は市場ではなくて企業内で取引 される方が有利となる。つまり,生 産

要素のような財 ・サービスの取引に際 して,そ の組織化のコス トが取引 コス ト

よりも小さいときに,企 業 という制度上の工夫が利用 されるのであ り,企 業の

存在意義があることになるのである。

しかし,こ のようなコースの結論 とそれを導 き出した 「企業の特性」におけ

る分析 に対 しては多 くの批判が寄せ られた。そ して,コ ース以降の研究者達は

これらの批判を基にしてコースの分析の修正 に努めている2)。

コースは,1960年 の論文 「社会 コス トの問題」において,取 引コス トの概念

を使い,汚 水 や騒音,粉 塵のような外部性が発生す るときに,法 律上の状況

(1egalposition)が 資源配分 に与える影響について考察している。ここで,外

2)中 村(2000a)で は これ らの批 判 を6つ に分類 してい る。
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部性乏はある経済主体が財 ・サービスを生産あるいは消費する際に,他 の主体

に与える付随的な効果であ り,市 場における価格 メカニズムを通 さない効果の

ことである。これは一種の市場の失敗の例である。1960年 の論文におけるコー

スの分析の要点をまとめると次のようになる3)。第1に,外 部性の当事者の関

係 には二面性があ り,当事者の双方が相互に損害を与えあっているのであって,

外部性を発生させている者を加害者,他 方を被害者とは一概 には決定できない

ということである。第2に,外 部性の問題を解決するためには,外 部性 を与え

る原因に対 して裁判所が法的な資格を付与 して,こ れを取引可能にする必要が

あるということである。こうす ることで,当 事者が生産価値の最大化をめざし

て自発的に交渉 し,そ の権利を取 り引 きすることで最適な資源配分が達成 され

ることになるのである。第3に,も しも取引コス トがゼロであ り,法 的な資格

の取引が可能であるならば,そ れが誰に与 えられるかという法律上の状況は資

源配分に影響 を及ぼさないことである。 この主張が コースの定理と呼ばれてい

る。第4に,た とえ市場取引によって大 きな生産価値がもた らされるとしても,

取引コス トが存在 し,そ れが大 きすぎて市場取引が不可能であるときには,法

律上の状況が資源配分に影響を与えるということである。第5に,取 引 コス ト

が大 きすぎて市場取引が不可能であるときには,外 部性の問題は企業内取引で

解決 される可能性があることである。

「企業の特性」 と同様 ,「社会 コス トの問題」における分析に対 して も多 く

の批判が寄せ られた。コースは,取 引コス トが大 きす ぎて法的な資格の市場取

引が不可能であるときには,法 律上の状況は資源配分に影響を与えるのであっ

て,生 産価値 を最大化するという目的の下で外部性の問題を解決するためには,

裁判所による判決や調停,そ の他の判断といった法律上の状況や規制,課 税等

のメカニズムの うちどれを選択すべ きかとい う比較制度分析が重要であると考

えていた。つまり,コ ースは取引コス トが存在するときの第4と 第5の 指摘を

「社会コス トの問題」の核 となる主張 と考えていたのである。 しかし,実 際に

3)「 社会 コス トの問 題」 に 関す る分析 の詳細 は,中 村(2000b)を 参照 された い。



コー スの 定理 は本 当 に成立す るのか(1) 159

はコースの考えとは正反対に,第2,第3の 指摘が注 目されてコースの定理と

命名 され,取 引コス トが存在 しない世界が コースの世界と呼ばれることになっ

たのである。そ して,コ ースの定理は本当に成立するのか という点に批判や意

見が集中 したのである。

「企業の特性」 における分析対象 は企業であ り,「社会 コス トの問題」にお

ける分析対象は法律上の制度である。このように2つ の論文の分析対象は明ら

かに異なる。 しか し,ど ちらの論文においても,法 律上の状況や企業,市 場,

規制,課 税 といった法律上の工夫や制度が存在する意義を取引コス トという同

じ手段 を使 って分析 しているという共通点が見出せるのである。 また,コ ース

が回想するように,「 企業の特性」が研究者達か ら注 目されようになったのは

「社会 コス トの問題」が執筆 された後のことである4)。 このために,「社会 コ

ス トの問題」 は 『法 と経済学』だけでなく,『企業組織 の経済学』の発展 にも

大きく貢献 したと言える。特 に,外 部性 を与える原因に付与された法的な資格

が財産権ルールによって保護 されているときにコースの定理は成立す るという

『法 と経済学』の研究者達によって明らか とされた結果は,コ ースの定理以降

の 『企業組織の経済学』の発展 にも大 きく貢献 した。この結果,1937年 の論文

におけるコースの分析結果 と取引コス トの定義は次のように解釈されている。

経済主体は法律上の制度の1つ である市場において財 ・サービスに付与 された

法的な資格 を取引 しているのであ り,取 引コス トとは財 ・サービスの法的な資

格を法律上の制度である市場で取 り引 きする際にかかるコス トのことである。

このように,『企業組織の経済学』は 『法 と経済学』 と密接な関連があり,経

営学であってもファイナンス論であっても財 ・サービスの取引を研究対象 とす

る場合 には,法 的な資格や制度のような法律上の問題 を考慮の外 に置 くことは

できないのである。

4)R.H.Coase(1988),pp.34-35.
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2.コ ースの定理 とその解釈

この節では,コ ースの定理 とは何かを説明し,ミ クロ経済学的意味において

2つ の主張があることを述べる。そ して,こ の定理には対立する2つ の解釈が

あることを指摘する。

(2.1)コ ースの叙述とスティグラーの解釈

コースの定理 という用語は コース 自身による命名ではない。G.J.ス ティグ

ラー(G.J.Stigler)(1966)が,コ …一・スによって分析 された有名なさまよえる

牛の例の結論 をこの ように呼んだのである。 さまよえる牛の例 とは,あ る飼育

業者によって飼われている牛が隣i接する農家の作物を食い荒 らす というような

外部性 を与えているときに,そ の損害に対する賠償に関して法律上のルールが

取 り決められている例である。この例における結論は,「価格 システムがコス

トを必要 とせず に機能するときには,(生 産物 を最大化す るという)究 極的な

結果は法律上の状況か らは独立 となる」5)というものである。

スティグラー(1966)は,コ ースによって分析 されたさまよえる牛の例を表

1の ように設定 してコースの定理を次のように説明する。牛の飼育業者が私的

な純収益のみを考えて行動 しているときには,そ れが最大 となるように14頭 の

牛を飼育することになる。しか し,飼 育業者が隣接する小麦生産者 に与えた損

害を賠償 しなければならないような法律上の状況であるときには,12頭 の牛 し

か飼育できない。なぜならば,飼 育業者が牛を11頭 か ら12頭 に増やした ときに

は私的収益が4ド ル増加 し,コ ス トとなる賠償額は3ド ルしか増えずに純私的

収益が1ド ル増加するのに対 して,牛 を12頭 から13頭 にす るときには私的収益

は2ド ル増加 しないのに対 してコス トは4ド ル増加 し,純 収益が 一2ド ル とな

ってしまうか らである。

反対に,小 麦生産者が飼育業者に賠償しなければならないような法律上の状

5)R.H.Coase(1960),p.8.
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表1さ まよえる牛が与える損害額と収益額

飼育される牛の数 飼育業者の私的収益額の年合計 小麦生産者の損害額の年合計

9頭 94ド ル 0ド ル

10 100 2

11 105 3

12 109 6

13 111 10

14 112 15

15 111 21

況であるときであっても,飼 育される牛 は12頭 となる。牛の数が13頭 か ら12頭

へと1頭 だけ減るときに,小 麦生産者が被 らずに済む損害額は4ド ルである。

このとき,小 麦生産者は飼育業者に対 して最大で4ド ルを賠償額 として支払 う

ことができる。飼育業者が この申し出を断って牛 を12頭 から13頭へ と増や した

としても,私 的収益は2ド ルしか増えない。 したがって,飼 育業者は小麦生産

者か ら4ド ルの損害額を受け取 って牛 を12頭 だけ飼うことが望ましい選択 とな

る。

個々の主体が外部性の問題を解決するために支払うコス トを私的コス トとい

い,社 会のすべての主体がそのために負担するコス トを社会 コス トという。ス

ティグラーは次の ように述べている。「牛 と小麦畑が同 じ人物 に所有されるこ

とは社会的に望ましい結果である。ゆえに,コ ースの定理は完全競争の下では

私的コス トと社会的コス トが等 しくなることを主張 している。」6)これは外部性

を内部化することで市場の失敗が解決 されることを指摘 している。したがって,

このようなスティグラーの指摘は外部性の問題を解決するための1つ の方法で

はあるが,い つでも可能であるわけではない。例えば,あ る企業が多 くの地域

住民に影響 を与えている場合 には,内 部化 という方法は利用 できないのであ

6)G.J.Stigler(1966),p.113.
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る。G.W.ナ ッター(G.W.Nutter)(1968)は,ス ティグラーの説明を踏まえ

なが ら注意深 くコースの定理を次のように説明している。すなわち,コ ースの

定理 とは,「完全競争の下では,外 部性を"生 み出している"企 業 とそれを"被

っている"企 業の間での市場取引は,2つ の事業が1つ の企業で行われたとき

と同じ生産量の組み合 わせ をもた らす」7)ことを指摘 しているのである。 ただ

し,コ ースの定理の原型 となったコース自身による叙述は非常に簡単 なもので

あ り,コ ス トや法律上の状況が具体的には何を意味しているかについては曖昧

なままである。このために,コ ースの定理はどのような条件の下で成立するの

かとい う議論や,本 当に成立するのかといった問題が生 じた。

(2.2)コ ースの定理に関する2つ の解釈

コースの定理が成立する条件に関する有力な解釈には2つ ある。第1に,コ ー

スの定理は完全競争,完 全情報の条件の下で成立するという解釈である。この

ような解釈をコース定理の完全競争 ・完全情報バージョンという。このような

条件 の下では当然の帰結として取引 コス トはゼロである。上のスティグラー

(1966)や ナッター(1968)に よる説明はこの解釈を採っている。第2に,コ ー

スの定理は外部性に関連 した2人 の当事者間の交渉を取 り上げてお り,こ れは

完全競争 ・完全情報の条件ではな くて,当 事者間での余剰の分配を取 り扱 うよ

うなゲームの理論の枠組みにおいて成立するという解釈である。 このような解

釈をコース定理の交渉バージョンという。

これら2つ の解釈の うちどちらが正 しいかという議論が起こった。例えば,

G.カ ラブ レジ(G.Calabresi)(1968)は,コ ースの定理 を交渉バージョンか

ら解釈するときには,こ の定理は トー トロジーになってしまうことを次のよう

に指摘 している。「隣接する農家の小麦 に損害を与 える工場の煙が,煙 害に強

い小麦 を育てるよりも煙 をコン トロールする装置によって安価に避け られるな

らば,た とえ農家の側に損害が残ったとしても,こ のような仮定の下では農家

7)G.W.Nutter(1968),p.503.
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は工場にある金額を支払って煙 をコン トロールするような装置 を設置 してもら

うであろう。短期的には,こ れは農家に比べて工場に多 くのアウ トプットをも

たらすであろう。 もしも損害賠償 に関する法律上の責任 ルールが正反対である

ならば,農 家に比べて工場のアウ トプットは小さくなろう。 しかし,こ のよう

な法律上の責任 ルールの結果,農 家のアウ トプットが工場のアウ トプットより

も小 さい ときには,こ のような資源配分の誤 りか ら損害を被った主体は農家の

生産 を増や して工場の生産を減 らすように,工 場を買収する動機 をもつであろ

う。 このようなプロセスは交渉が資源配分を改善するまで続 くであろう。」8)こ

の ようにコースの定理を交渉バー ジョンか ら解釈す るときには,カ ラブ レジ

(1968)が 指摘するようにコースの定理は トー トロジーとなる。なぜならば,

コースの定理は交渉によって状況が改善するときにのみ,つ ま り資源の再配分

によって損害を被ったすべての主体が利益を得た主体によって完全 に補償 され

て以前 よりも状況が改善するときにのみ,資 源配分の誤 りが存在することを意

味することになるか らである。

D.且.レ ーガ ン(D。H.Regan)(1972)は,カ ラブ レジ(1968)で は暗黙的

にコス トレスな交渉において主体の合理的な行動がパ レー ト効率的な取 り決め

に導 くことを仮定してお り,ノ ンゼロサム ・ゲームの枠組みではコースの定理

は トー トロジーであるとは言えないと反論 している。 レーガン(1972)で は残

念ながらこの反論の理由について詳 しくは説明されていないが,E.ホ フマ ン

とM.L.ス ピ ッサー(E。Hoffuman&M.L.Spitzer)(1982)(1985)(1986)

やD.L.コ ーシー,E.ホ フマン,M.L.ス ピッサー(D.L.Coursy,E.Hoffuman

&M.L.Spitzer)(1987)が 参考になる。 これらではコースの定理は次のよう

な8つ の条件 の下で成立すると述べ られている。それ らは,

① 外部性に関係した2人 の当事者が交渉すること

② 当事者は相手の生産関数または効用関数に関して完全な知識をもつこと

8)G.Calabresi(1968),pp.67-68.
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③ 市場は競争的であること

④ 取引コス トはゼロであること

⑤ 裁判システムにはコス トがかか らないこと

⑥ 生産者は利潤最大化行動をとり,消 費者は効用最大化行動をとること

⑦ 後述するような富効果(wealtheffect)が ないこと

⑧2人 の当事者は取引 コス トがない ときには相互に有利な交渉を行うこと

とい う条件である。この最後の条件は,ノ ンゼロサム ・ゲームにいる当事者が

パレー ト最適な資源配分を選択することを意味 している。もちろん,パ レー ト

最適な資源配分では,1人 の当事者の効用を悪化 させることな くもう1人 の当

事者の効用 を改善することはできない。しかし,「ノンゼロサム ・ゲームでは,

パ レー ト最適な資源配分はゲームか ら得 られる結合利潤(jointprofit)を 最大

化するときに達成される」9)のである。

R.0.ザ ーブ(R.0.Zerbe)(1976)(1980)は 次の2点 を指摘 している。第

1に,交 渉において当事者の一方が他方 を脅迫することを考えたときには,こ

れに使 われた資源はコス トとな り,取 引 コス トがゼロであるという仮定を崩 し

てしまう。第2に,価 格が限界費用に等 しく設定 されているときには,完 全競

争時には取引 コス トはゼロとならなければな らない。ゆえに,完 全競争は1つ

の仮定ではなくて,取 引コス トがゼロであることの結果とみなされるべ きであ

る。取引コス トがゼロである世界 とは,完 全情報であって外部性に関する市場

も含めてすべての市場が存在する摩擦のない世界であると考えられる。 このよ

うな理由か ら,ザ ーブ(1976)(1980)で は,コ ースの定理は完全競争 ・完全

情報の条件の下で成立 していると考えるべ きであると結論づけている。

コース(1960)で は,前 述 したさまよえる牛の例 とともに,石 炭を焚いて走

行する機関車が発する火の粉によって沿線の農家に火災が発生するという外部

性の例もとりあげ られている。 コース(1960)は,こ の例においても火の粉 を

9)E.Hoffuman&M.L.Spitzer(1982),p.76.
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発する法的な資格が鉄道会社 と沿線の農家 との問でコス トな く取引されるとき

には,生 産物を最大化するという究極的な結果が達成 されるとしている。この

例では,R.D.ク ーター(R.D。Cooter)(1989)が 指摘するように 「鉄道会社

はただ1社 であ り,市 場 は完全競争 というよ りも独 占によって特徴づけ られ

る」10)のであって,コ ースの定理を完全競争 ・完全情報バージョンで解釈する

ことは不可能である。

本稿では,完 全競争 ・完全情報という厳 しい前提を採 らずに,交 渉バージョ

ンか らコースの定理 を解釈することにする。この解釈を採 ることでコースの定

理を次のように定義する。すなわち,コ ースの定理とは,『取引コス トが存在 し

ないことを所与 とし,外 部性を発生させ るものに法的資格が付与されて取引可

能となったときには,当 初,こ の法的な資格が2人 の当事者のうちどちらに与

えられていた としても,当 事者間の交渉 における法的な資格の取引によって効

率的な資源配分が達成され,か つその資源配分は同じになる』ことを述べている。

(2.3)コ ースの定理の2つ の主張

上のように解釈されたコースの定理は,ミ クロ経済学の意味において2つ の

内容を主張 していると考えられている。第1に,当 事者間の交渉 と法的な資格

の取引によって効率的な資源配分が達成されるという主張である。 これをコー

スの定理の効率性主張という。第2に,達 成された効率的な資源配分は法律上

の状況に関係な く同じになるという主張である。これをコースの定理の不変性

主張という。

コースの定理は本当に成立するのか という観点から批判やこれに対する反論

が寄せ られた。大部分の批判はコースの定理のうち不変性主張が成立 しない要

因を見出したものである。次節ではこのような要因を分析 した研究の要点をま

とめることにする。そして,コ ースの定理(の 不変性主張)が 成立する条件を

見出すことにしよう。4節 では,コ ースの定理(の 効率性主張)が 前提 とする

10)R.D.Cooter(1988),p.67.
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効率性がパレー ト効率性であるのか,そ れとも他の効率性であるのか という議

論に関して考察 しよう。

3nコ ースの定理 は成立す るのか

表2は,コ ースの定理が本当に成立するのか という問題を分析 した論文 と,

考慮 された要因およびその結果 をまとめたものである。本節では,こ の表2に

ある分析の要点をまとめていくことにする。そ して,コ ースの定理が成立する

ためには,取 引コス トが存在 しないという条件以外にもい くつかの条件を必要

とすることを明 らかにしよう。

(3.1)土 地の準 レン トの再配分

ナッター(1968)は,さ まよえる牛の例において土地の準 レントとい う要因

を考慮 し,コ ースの定理は成立すると述べている。その理由として,損 害賠償

責任 に関する法律上のルールの変化は土地の準 レントの再配分をもた らすだけ

であって,飼 育業者 と小麦生産者のコス トには影響を与えず,資 源の再配分 も

起 こらないことをあげている。 しか し,レ ーガン(1972)とD.Lシ ャピロ

(D.LShapiro)(1974)が 指摘するように,ナ ッターは,飼 育業者と小麦生

産者の活動が外部効果のコス トをカバーするのに十分な準レン トを生み出す特

定の数値例 しかとりあげていないのである。

ナッター(1968)の 数値例 は以下の通 りである。小麦 と食用牛肉の生産の2

つの事業を一緒に営んでいる企業の経営者について考える。それぞれの生産に

関するコス ト関数をそれぞれCw=0.5w(1+w),Cm=0.5m(11+m)と する。

ここで,CwとCmは それぞれ小麦 と食肉の生産に関する ドル表示された総 コ

ス トを,wは 小麦の生産量,mは 食肉の生産量 を表 している。 したがって,

小麦 と食 肉の生産に関する限界 コス トは,∂Cw/∂w=0.5+w,∂Cm/∂m

=5 .5+mと なる。 また,さ まよえる牛が小麦の生産に与 える損害量は小麦 と

食肉の生産量 に比例す ると仮定する。小麦の損害量 をdと す るとき,そ れ ら
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表2コ ース の定理 の成 立 ・不成 立 の根拠 とな る要 因
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考慮された要因 論 文 名 コースの定理 は成立す るか

土地の準 レン ト

Nutter(1968)

Regan(1972)

Shapiro(1974)

成立する

成立 しない

成立 しない

富効果

Mishan(1967)(1971)

Demsetz(1972)

Schlze&Ralph.C.d'Arge(1974)

Frech皿(1973)(1979)

成立 しない

長期において成立 しない

成立 しない
`

成立する

参入 ・退出の 自由

Calabresi(1965)

Schlze&Ralph.C.(rArge(1974)

FrechI∬(1979)

長期にお いて成立 しない

成立 しない

成立する

利潤関数の型
Tybout(1972)

Frechm(1973)

長期において成立 しない

成立する

コス ト関数の型

Gif飴ord,Jr.&Stone(1973)

Marchand&Russell(1973)

Frech皿(1979)

短期にお いて成立す る

短期にお いて成立す る

成立する

当事者の数
Hofだuman&Spitzer(1982)(1986)

Coursy,Hoffuman&Spitzer(1987)

成立する

成立する

不完全情報 Farrell(1987) 成立 しない

主観主義 ・契約主義 Buchanan(1986) 効率性主張は成立する

道徳的 ・倫理 的側面 Randall(1974) 成立 しない

カ ル ドア ・ヒ ックス

の効 率 性

Coleman(1988)

Calabresi(1991)

効率性主張は成立する

効率性主張は成立する

厚生関数の型 Medema(1993) 特 定の型でのみ成立する

の問にはd=0.1mwと い う関係があるとする。 また,現 在の小麦 と食 肉の1

生産量当た りの価格 をそれぞれ5ド ル,10ド ルであるとしよう。
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牛の飼育場所には柵が設置 されてお り,小 麦の生産に何の影響 も与えないと

きには,最 適な小麦の生産量は ∂Cw/∂w=0.5+w=5か らw=4。5と なる。

また,最 適な食肉の生産量は ∂Cw/∂m=5.5+m=10か らm=4.5と なる。

表3は 小麦と食肉の生産量を変化 させたときの限界 コス トを表 している。小麦

と食肉の生産か ら獲得できる土地の準 レントは,総 収入か ら総 コス トを差 し引

くことで計算できる。w=4.5の ときに小麦の生産か ら獲得で きる土地の準 レ

ン トは10.125(=5×4.5-0.5×4.5×5.5)ド ル とな り,m=4.5の ときに食肉

の生産か ら獲得できる土地の準 レントは10.125(=10×4.5-O.5×4.5×15.5)

ドル となる。 したがって,2つ の土地を併せて土地の準 レン トは20.25ド ルと

なる。

次に,さ まよえる牛が小麦の生産に損害を与える場合について考えてみよう。

この場合,先 の企業家はこの損害の限界コス トを加味 して生産量を決定 しなけ

れならない。表4は 小麦 と食肉の生産量を変化 させたときの小麦の限界損害額

を表 している。例えば,食 肉の生産量 を2と して小麦の生産量を変化 させたと

きの小麦の限界損害額は1ド ルで一定 となる。 なぜ ならば,d=0.1mwにm

=2を 代入 してこれに小麦の価格5ド ルをかけた損害額をwで 偏微分すれば

1と なるか らである。同様 に,m=-3の ときは1.5,m=4の ときは2で 一

定 となる。食肉の生産量を変化させたときの小麦 に与える限界損害額 も同 じよ

うに考えることがで きる。w=2の ときは1,w==3の ときは1.5,w=4の と

きは2で それぞれ一定となる。

外部性 を考慮 したときの最適な産出量 を決定するために,表3の 限界 コス ト

に表4の 限界コス トを加えて計算 した表5の 限界 コス トを利用する。 この表5

か ら,最 適な小麦の生産量は3,最 適な食肉の生産量も3で あることがわかる。

この とき,総 収入は45ド ル(3×5ド ル+3×10ド ル),総 コス トは27(=0.5×3×

4+0.5×3×14)ド ル,小 麦の損害額は4.5(=0.1×3×3×5ド ル),土 地の準 レ

ントは13.5ド ル となる。

ナ ッター(1968)は,上 の2つ のケースか ら,企 業の経営者が最適な生産量

を決定する際に外部性 によって被る小麦の限界損害額 を考慮するときでも,た
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表3外 部性がないときの小麦と食肉生産の限界コス ト
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小麦の生産量 小麦生産の限界コス ト 食肉の生産量 食肉生産の限界コスト

1 $1.5 1 $6.5

2 2.5 2 7.5

3 3.5 3 8.5

4 4.5 4 9.5

4.5 5.0 4.5 10.0

5 5.5 5 10.5

表4外 部性が存在するときの小麦の限界損害額

小麦の

生産量

小麦の限界被害額 食肉の

生産量

小麦の限界被害額

m=2 m=3 m=4 wニ2 w=3 w=4

1

9臼

0δ

4

5

$1

1

1

1

1

$1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

$2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

$1

1

1

1

1

$1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

$2

2

2

2

2

表5外 部性が存在するときの小麦と食肉生産の限界『ス ト

小麦の

生産量

小麦の限界被害額 食肉の

生産量

小麦の限界被害額

m=2 m=3 m=4 w=2 w=3 w=4

■⊥

9自

3

4

『0

$2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

$3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

$3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

1

2

3

4

5

$7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

$8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

$8.5

9.5

10.5

11.5

12.5



170 商 学 討 究 第53巻 第4号

だ土地の準 レン トを引き下げる効果 しかもたないことを指摘 している。第1の

ケースでは2つ の事業 に使われた土地はそれぞれ10.125ド ルの準 レントを,第

2の ケースでは2つ の事業に使われた土地は全体で13.5ド ルの準 レントを生み

出している。もしも土地が外部性を生み出さないような用途に使われた ときに,

例えば牛の飼育に利用 されていた土地が とうもろこしの生産に使われるように

なったときに,こ の土地の準 レン トが3.375(=13.5-10.125)ド ルを上回るな

らば,小 麦の生産 と牛の飼育に使われていた土地は小麦ととうもろこしの生産

に使われるようになる。つま り,隣 接す る2つ の土地にとっての二者択一的な

コス トは3.375ド ルとなる。 もしもこの条件が満足されているならば,2つ の

事業を一緒に営 む経営者にとって(そ して経済にとっても),こ れらの土地が

外部性 を生み出す事業に利用されているか否かは関係なくなるのである。

小麦と食肉の生産の事業が異なる企業の経営者によって営 まれており,小 麦

の損害賠償に関 して法律上の責任ルールが存在するときにはどうなるであろう

か。上の例において,最 適な生産量は小麦も食肉も3で ある。そ して,小 麦生

産業者の収入は15ド ル,土 地以外の生産要素に関するコス トは6ド ル,土 地に

関す るコス トは3.375ド ルであ り,土 地の(粗)準 レントは5.625ド ルである。

他方,食 肉生産業者の収入は30ド ル,土 地以外の生産要素に関するコス トは21

ドル,土 地に関するコス トは3.375ド ルであり,土 地の(粗)準 レントは5.625

ドルである。 この とき,食 肉生産業者に対 して小麦の損害の責任があるという

法律上のルールの下では,牛 の飼育に利用された土地の(純)準 レントは1.125

(=5.625-4.5)ド ルとなり,小 麦の生産に利用された土地のそれは5.625ド

ルとなる。反対に,小 麦生産者に損害賠償の責任があるという法律上のルール

の下では,牛 の飼育 に利用 された土地の(純)準 レン トは5.625ド ル とな り,

小麦の生産に利用された土地のそれは1.125ド ルとなる。どちらに損害賠償 に

関す る法律上の責任ルールが割 り当てられていたとしても,2つ の企業の最適

生産量 には変化がないことになる。ナ ッター(1968)は,以 上のような説明か

ら,損 害賠償に関する法律上の責任ルールの変化は土地の準 レン トの再配分を

生 じるだけであって,最 適な生産量や資源配分には影響を与えず,ゆ えにコー
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スの定理は成立すると指摘する。

しか し,こ のようなナ ッター(1968)の 説明は特殊な数値例のみを分析 した

結果にしか過ぎないという反論がある。レーガン(1972)と シャピロ(1974)

は,ナ ッター(1968)で は法律上のルールによって損害賠償責任を割 り当てら

れた主体が土地か ら稼 ぎ出 した準 レントか ら損害賠償 を行い,他 方,責 任 を割

り当て られない主体が土地を効率的に利用 しているとい うきわめて特殊 な例が

取 り上げられていると批判 している。この理由として,レ ーガン(1972)は,

生産要素が効率的に利用されているときには準 レントを稼 ぎ出すことはできず

に,た だ機会 コス トを稼ぎ出す しかできないことを指摘 している。また,シ ャ

ピロ(1974)は,ナ ッターの計算例において小麦生産業者のコス ト関数をCw

=7+0 .5w(1+w)に,食 肉生産業者の コス ト関数をCm=7+0.5m(11+m)

に変えた ときには,コ ースの定理が成立 しないことを指摘 している。このとき,

小麦 と食肉の生産に関する限界生産コス トはそれぞれ0.5+w,5.5+mと なる。

ある企業の経営者が小麦と食肉の生産を一緒に行っているときには,最 適な小

麦 と食肉の生産量はどちらも3と なり,総 収入は45ド ル,生 産に要する総コス

トは41ド ル,小 麦の損害額は4.5ド ル,土 地の準 レン トは一〇.5ドルとなる。2

つの事業が別の企業によって営 まれているときも同様の結果 となる。このよう

に土地の準 レントがマイナスになった ときには,上 のナッター(1968)の 説明

は意味が なくなって しまうのである。 したがって,ザ ーブ(1976)(1980)が

指摘するように,コ ースの定理はナッター(1968)が 取 り上げたような特殊 な

例においてのみ,つ ま り,外 部性に関連 した主体の活動が外部性の影響による

コス トをカバーするのに十分な準 レン トを生み出 し,資 源配分は不変 となるよ

うな条件の下でのみ成立すると考えられる。

(3.2)富 効 果

ここでは,富 効果が存在するときには,コ ースの定理が成立 しないことを説

明 しよう。富効果とは所得効果,厚 生効果,資 産効果 とも呼ばれる長期におい

て観察 される効果であり,外 部性に関する法律上の責任ルールが変更されたと
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きに,そ の前後において外部性に関連した当事者の資産や所得,利 潤性 といっ

た富が変化 し,そ れに伴って厚生が変わ り,さ らに財 ・サービスに対する需要

やそれ らを得るために支払って も良いと考える金額が変化するという効果のこ

とを意味している。

E.J.ミ シャン(E.J.Mishan)(1967)に したがって富効果を説明 していこう。

ある主体の活動が外部効果を生みだし,他方でその影響 を受ける主体が存在 し,

補 償 支払 が行 わ れて い る例 を と りあげ よ う。 この補 償支 払 は補償 変分

(compensatingvariation;CV)に よって測定されるもの とす る。補償変分 と

は,あ る経済上の変化が生 じる前に主体が獲得 していた厚生水準を維持するた

めに,変 化時に移転 される貨幣金額のことである。これ と区別されるべきもの

に等価変分(equivalentvariation;EV)が ある。 これは,あ る経済上の変化

がない ときに主体の厚生における等価な変化分を与えるような貨幣の移転額の

ことである。例えば,現 在,喫 煙 に関する法律上のルールの下では自由な喫煙

が認め られているが,新 たに禁煙のルールが導入される可能性があるとしよう。

このようなルールの変化によって禁煙者が得るCVは 現在のルールを変えるた

めに1期 間当た り支払って もよいと考える金額で測定される。これを20ド ル と

しよう。 また,彼 のEVは このようなルールの変更をあ きらめる代わ りに受け

取る最低金額で測定 される。 これを22ド ルとしよう。禁煙を求めるルールが導

入 された後で再 び喫煙 を認める法律上のルールに変更される可能性があるとき

には,彼 のCVは22ド ルとな り,EVは20ド ルとなる。喫煙者のCVとEVは

禁煙者のCVとEVと 正反対になり,つ まり喫煙者のCV-EV=禁 煙者のEV

-CVと いう関係 にある。 したがって,法 律上のルールの変化に伴 う複数の主

体の厚生 に与える効果 を考慮するときには,CVかEVの どち らかを考慮すれ

ばよいことになる。以下ではCVの みを考えることにする。

法律上のルー・・ルの変化によって影響 を受ける者を利得者(gainer)と 損失者

(loser)と に分類する。もしも法律上のルールの変化に伴って利得者が支払っ

てもよい と考 える最大金額の合計が損失者 によって受け取 られる最低金額の合

計 を上回るならば,CVは 正 となり,こ の法律上のルールの変化はパ レー ト改
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善であるとみなされることになる。法律上のルールが変化する前のCVの 合計

と変化後のCVの 合計の差を純便益(netbene趾)と 呼ぶことにする。

今,4人 の主体(W,X,Y,Z)が ラジオを持ってビーチにやってきたとする。

それぞれ各自が持参 したラジオか ら流れる音楽や番組等 を好むものの,他 人の

ラジオから流れる音楽等は騒音にしか聴こえない ものとする。現在の法律上の

ルールでは,ビ ーチで音楽 を聴 くことは容認 されているとする。 このルールを

Lと 記す。反対 に,ビ ーチで音楽を聴 くことを禁止す るルールを9と 記す。表

6はLの 下で各主体が ラジオをつける権利 を放棄するために最低限受け取る

必要がある補償金額と,他 人のラジオを消すために支払ってもよいと考える最

高補償金額を表 している。例 えば,Wは14ド ルを受け取 った らラジオを消 し

て もよいと考えている。 また,Wは 他人の1台 目のラジオを消すためには6

ドル,2台 目のラジオを消すためには5ド ル,3台 目のラジオを消すためには

4ド ルを支払ってもよいと考えている。このように,支 払 ってもよいと考える

補償金額が次第に減ってい くことは限界効用逓減の法則 にしたがっている。そ

れ らを合計 した金額である1ド ルは,Lか ら9に ルールが変ったときにWが

獲得できる純便益 を表 している。

4人 の主体が実際にビーチでラジオをつけるか否かに関する意志決定する方

法 として次の4つ を考えよう。ただし,取 引コス トは存在 しないとする。方法

Aは,主 体の問で交渉を行わずに,Lか ら9に 変った ときに獲得できる純便益

表64人 の主体の最低補償金額と最高補償金額

主体

権利を放棄するた

めに要求する最低

補償金額

権利放棄のために支払う最高

補償金額

Lか ら4へ

変更に伴う

純便益1台 目 2台 目 3台 目

W

X

Y

Z

一14ド ル

ー33

-35

-25

6ド ル

9

16

10

5ド ル

7

15

9

4ド ル

3

10

8

1ド ル

ー14

6

2
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にしたがって各主体が投票 し,多 数決によって選択する方法である。純便益が

正である主体 はeに,負 である主体 はLに 投票する。 この とき,XはLに 投

票するが,他 の3人 は2に 投票するために,2が 選択されることになる。Lの

下で得 られる4人 の主体の便益の合計 と,方 法Aに したがって9に 変更され

た後 に得 られる便益 との差額である純便益をNB(A)と 書 くとき,NB(A)は

一5(=1+6+2-14)ド ルとなる。方法Bは,主 体の問で交渉をす ることで選

択する方法である。このとき,W,Y,Zは9へ の変更を求めるが,XはLの

選択を求める。W,Y,Zの 集団は4へ の変更のためにXに 対 して9ド ルを支

払 うことができるが,Xは 最低で も14ド ル を要求する。 このために,ル ール

は変更 されずにLの ままである。このとき,純 便益NB(B)は ゼロとなる。方

法Cは,一 部の主体 を排除 して残 りの主体が現行のルールLを 選択する方法

である。例 えば,Lか らWが 排除 されるとしよう。表7か ら,WがLか ら排

除されるときに要求する最低 限の補償額は一14ド ルである。ZはWがLか ら

排除 される際に最大10ド ルを支払 うことができる。同様に,Xは9ド ル,Y

は16ド ルをWに 支払うことができる。ゆえに,WがLか ら排除されるときの

純便益 は21ド ルとなる。ZがLか ら排除されるときのそれは3ド ルであ り,

Xの ときは一9ド ル,Yの ときは一20ド ルである。 この結果,WとZがLか

ら排除 されることになる。つ まり,XとYは このビーチにおいてラジオを聴

くことになり,WとZは それを禁止されるのである。この ときの純便益NB

(C)は24ド ルとなる。方法Dは,Lと9が 有効な領域 をビーチ に設 ける方法

である。このとき,WとZは9が 有効 な領域,XとYはLが 有効な領域を選

択することになる。この結果,方 法Cに おいてWとZを 排除するために必要

であった23(=14+25-10-6)ド ルの補償が不必要になる。また,方 法Cに 比

べ て,WとZがLか ら9に 変更する際 に支払 って もよいと考 えた3(=1+

2)ド ルも不必要 となる。ゆえに,方 法Dが 採用されたときの純便益NB(D)

はNB(C)よ りも26ド ルだけ大 きいことになる。したがって,方 法Dが パ レー

ト最適をもた らす ような方法であると言える。

次に,現 在 の法律上のルールがLで はな くてeで あるとしよう。 もしも富
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効果がない ことを仮定するな らば,こ のケースにおいて4人 の主体がLへ の

変更に伴って支払 ってもよいと考える最高金額 と支払を希望する最低金額は,

表8に あるように表7の 符号を正反対 にしただけのもの となる。方法Aに し

たが うときには,W,Y,Zは9に,XはLに 投票するので9が 選択 される。

このときの純便益NB(A)は 一5ド ルとなる。方法Bに したが うときには,X

だけがLへ の変更 を求める。Xが 他の3人 に補償額 を支払 ったとして も純便

益NB(B)は5ド ルとなる。ゆえに,9か らLへ と変更されることになる。方

法Cに したが うときには,9か らXとYが 排除 される。この ときの純便益

表7Lの 下でのペイオフ表

主体 WZ XY 合計2

W

Z

一146

10-25

54

98

1

2

X

Y

97

1615

一333

10-35

一14

6

合計1 213 一9-20 一5

注)合 計1はLか ら排 除 され る ときのNBの 合計 金額 を,

合計2はLか ら4に 変更 され る こ とで得 られ る純 価値 を表 して い

る。

表8eの 下でのペイオフ表

主体 WZ XY 合計2

W

Z

14-6

-1025

一5-4

-9-8

一1

-2

X

Y

一9-7

-16-15

33-3

-1035

14

-6

合計1 一21-3 920 5

注)合 計1は9か ら排 除 される と きのNBの 合計 金額 を,

合 計2は4か らLに 変 更 され る こ とで 得 られ る純価 値 を表 して い

る。
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NB(C)は29ド ル となる。方法Dで は,XとYはLが 有効な領域 を,WとZ

は1が 有効な領域 を選択する。方法Cの ときと比べて,WとZはXとYに26

(=5+4+9+8)ド ルの補償金を支払 う必要がな くなる。ゆえに,こ のときの

純便益NB(D)はNB(C)よ りも大 きくなる。このケースにおいて も,前 のケー

ス と同様に方法Dが パ レー ト最適をもた らす ことになる。 さらに重要 なこと

は,現 行の法律上のルールが9で あるこのケースの結果が,4つ の方法のどれ

に したがって も,現 行の法律上のルールがLで ある前のケース と同 じ結果 を

もた らすことである。方法Aの ときには9が 採用され,こ のビーチでは誰 も

ラジオをつけて音楽を楽 しむことはで きない。方法Bの ときにはLが 採用 さ

れて,4人 ともラジオをつ けるこ とがで きる。 方法Cと 方法Dの ときに

は,XとYだ けがラジオをつ けることができ,WとZは それを禁止 されるの

である。

それでは,法 律上のルールの変化 に伴って富効果が生 じた場合 にはどうなる

であろうか。富効果が生 じることを所与 とす ると,Lよ りも9の ときに状況

が改善する主体W,Y,Zに とっては補償支払 の絶対値は大 きくな り,反 対

に,eよ りもLの ときに状況が改善する主体Xに とっては補償支払の絶対値

は小 さくなる。このような富効果を考慮 して表7を 修正 しだものが表9で ある。

表9で は,富 効果を反映 してW,Y,Zに 関する合計2の 絶対値が表8の とき

表9所 得効果を考慮したときの9の 下でのペイオフ表

主体 WZ XY 合計2

W

Z

15-6

-1229

一6-5

-11-9

一2

-3

X

Y

一8-6

-18-16

30-4

-1137

12

-8

合計1 一231 219 一1

注)合 計1は9か ら排 除 され る ときのNBの 合計 金額 を,

合 計2は4か らLに 変 更 され る こ とで得 られ る純価 値 を表 して い

る。
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よりも大きくなっている。

方法Aに したがうときには,Xだ けがLを,他 の3人 は9を 選択する。 し

たがって,9が 選択される。このときの純便益NB(A)は 一1ドルである。方法

Bに したが うときには,Xだ けがLを 選択する。このとき,eをLに 変更する

ことで得 られるXの 純便益は12ド ルである。 しか し,そ うするためには他の

3人 対 して補償金額を13ド ル支払わなければならない。この結果,9か らLへ

の変更は起 こらず,純 便益NB(B)は ゼロ となる。方法Cに したが うときに

は,W,Y,Zが9か ら排除される。このときの純便益NB(C)は22ド ルとなる。

方法Dに したが うときには,X,Y,ZはLが 有効な領域 を,Wだ けが9が

有効な領域 を選択する。Wか ら他の3人 への補償支払はないので,こ の とき

の純便益NB(D)はNB(C)よ りも22(=29+30+37-11-9-6-4-16-11)

ドルだけ大 きくなる。 したがって,こ の第3の ケースのおいては方法Dが パ

レー ト最適を もた らすことになる。 しか し,現 行ルールがLの ときの第1の

ケースとそれが2の ときの第3の ケース を比較すると,方 法Aに したが うと

き以外では異 なる結果が もた らされることがわか る。方法Aに したがうとき

には,ど ちらのケースでも9が 選択される。方法Bに したがうときには,ケ ー

ス1で はLが,ケ ース3で は9が 選択される。方法Cと 方法Dの ときケース

1で はXとYがLに したがい,WとZは1に したがっている。しか し,ケ ー

ス3で は方法Cと 方法Dの ときには,XとYそ してZがL .1こしたがい,W

のみが2に したがうのである。以上のように,法 律上のルールの変化に伴 って

富効果が生 じるときには,方 法Dが 採用されて達成 される最適な資源配分 は

必ずしも同じものではな く,ゆ えにコースの定理(の 不変性主張)は 成立 しな

いことになる。

ミシャン(1971)は,航 空機が空港周辺にまき散 らす騒音の例 を用いて,富

効果があるときにはコースの定理が成立 しない可能性 を指摘 している。ある空

港の周辺で航空機の飛行を認めている法律 をL1,そ れを禁止 している法律 を

L2と 記そう。航空機 を運行 している会社をA,空 港の周辺 に住んでお り,航

空機の騒音の被害 を受 けている住民 をBと する。所得効果が存在するときに
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は,Aに とってはL2よ りもL1の ときに厚生は改善するので,L2の ときに支払

い可能な最高補償金額の絶対額 よりもL1の ときに受取 を要求する最低受取金

額の絶対額の方が大 きくなる。反対 に,Bに とってはL1よ りもL2の ときに厚

生は改善するので,L1の ときに支払い可能な最高補償金額の絶対額 よりもL2

の ときに受取を要求する最低補償金額の絶対額の方が大 きくなる。表10は この

ような富効果 を反映したものである。現在の法律がL1で あることを所与 とす

るときに,こ れをL2に 変更す るためには,Aは 最低でも55百 万 ドルの補償を

要求する。しか し,Bは 最高で も40百万 ドルしか支払えないとする。この とき,

法律を変更することは潜在的に15百万 ドルの損失を生み出すので,法 律が変更

されることはない。反対に,現 在の法律がL2で あるときに,こ れをL1へ と変

更するためには,Bは 最低で も70百万 ドルの補償を要求する。 しかし,Aは 最

高で も45百万 ドルしか支払えない とする。このとき,法 律 を変更することは潜

在的に25百 万 ドルの損失を生み出してしまう。 したがって,法 律は変更されな

いo

表10所 得効果を考慮 したときの非対称的な補償額と支払額

現在の法律
最低補償額と最高支払額

A B

1

9臼

L

L

一55

+45

+40

-70

注)プ ラス の金額 は最 高 支払額 を,

て いる。

マイナスの金額は最低補償額を表し

この ような富効果が生 じるケースでは,当 初,L1とL2の どち らが現行の法

律上のルールとして採用されているかによって結果は異なり,そ れに伴 う資源

配分 も違 うもの とな り,コ ースの定理(の 不変性主張)は 成立しないことにな

る。

H.デ ムセ ッッ(H.Demsetz)(1972)は,さ まよえる牛の例 に富効果を導入

し,コ ースの定理が成立するためには,長 期において法律上の責任ルールが変
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更されたとしても損害賠償額 と損害額が不変であることを仮定する必要がある

と述べている。例 えば,現 行の法律上のルールでは牛の飼育業者に損害賠償の

責任を割 り当てているとする。この とき,飼 育業者の私的収益額の年合計 と小

麦生産者の損害額の年合計は表1の ようであったとする。前述 したように,こ

のような条件の下では12頭 の牛を飼育することが選択される。もしも法律上の

ルールが変更されて損害賠償の責任が小麦生産者に割 り当てられてとする。 も

しも牛肉や牛乳,小 麦の価格が変化 し,飼 育業者の私的収益額の年合計や小麦

生産者の損害額の年合計が表1と は違 うものとなったならば,こ のときには12

頭の牛を飼育することが選択 されるとは限 らな くなるのである。

したがって,コ ースの定理が成立す るためには,富 効果が存在 しないことを

仮定するか,あ るいは富効果が存在するときには 「需要の所得弾力性がゼロで

ある」11)ことを仮定 しなければならない。

(3.3)参 入 ・退出の自由

カラブレジ(1965)は,次 のようなさまよえる牛の例を使い,完 全競争 ・完

全情報バージョンを採るときには産業への自由な参入やそこからの自由な退出

を仮定す るために,コ ースの定理(の 不変性主張)が 長期においては成立 しな

いことを指摘 した。

例えば,あ る牛の飼育業者が3頭 の牛 を飼うときに最大利潤 を獲得するが,

これ らの牛 は隣接する農家によって生産されている小麦に対 して1期 間当た り

6ド ルの損害を与えているとしよう。 このとき,法 律上のルールによって飼育

業者に損害 を賠償する責任が割 り当てられているとしよう。 もしも飼育業者が

農家に4ド ルを支払うことで,農 家に牛が食べないような他の作物の栽培に切

り替えてもらえるならば,こ のような交渉によって飼育業者は6ド ルではなく

て4ド ルを支払 うことで3頭 の牛を飼育することがで きる。この とき,農 家は

飼育業者から受け取 った4ド ルと切 り替 えた作物の市場価値 を収入 として得る

11)S,G.Medema(1994),p.88.
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ことになる。このような交渉によって,損 失は最小限に抑 えられたまま均衡が

達成されることになる。完全競争市場 を仮定するときには,均 衡においては十

分な数の飼育業者 と農家がそれぞれの事業を営んでいることになり,限 界的な

飼育業者 と農家はそれぞれ他の非独占的な活動によって得 られる投資収益 と同

じ収益だけを稼 ぎ出すことになる。損害を賠償する責任が飼育業者に割 り当て

られていない場合を考えてみよう。この場合でも,飼 育業者は3頭 の牛 を飼い,

農家は牛が食べないような作物の栽培に切 り替えるであろう。しか し,前 の場

合 と比べて,飼 育業者は4ド ルだけ収入が大 きくな り,農 家は4ド ルだけ収入

が減ってしまう。このとき,飼 育業者の投資収益率は他の産業 よりも高 くなり,

農家のそれは低 くなっていよう。この結果,完 全競争を前提 とするときには,

飼育業には参入が,農 業か らは退出が見 られることになる。 したがって,経 済

主体が短期に稼 ぎ出す金額は損害 を賠償する責任の割当のような法律上の責任

ルールの変化によって影響を受け,こ のために長期においては各産業に属する

企業数の変化が見 られ,資 源配分 も変わってしまうので,コ ースの定理(の 不

変性主張)は 成立しないことになる。

ザーブ(1976)(1980)は,こ のような産業への 自由な参入 とそこか らの自

由な退出とい う要因によってコースの定理が成立 しないとい う批判 は誤 りであ

ると述べている。例 えば,あ る法律上の責任ルールによって主体Aに 賠償賠

償の責任が割 り当てられていたが,そ のルールの変更によって責任が主体B

に割 り当て られたとしよう。コースの定理が成立 しないという批判 によれば,

このようなルールの変更 によってAの 利潤は増加 し,Bの 利潤は減少するこ

とになる。 しかし,ザ ーブ(1976)(1980)は,ル ール変化前にはAの 限界費

用にはAが 支払う損害賠償金が含 まれてお り,ル ール変化後にはAが 生産拡

大をあきらめる代わ りに受け取る損害賠償金が含 まれるので,利 潤が増減する

ことはないと説明している。

W.シ ュルツ&ラ ルフ(W.Schulze&RalphC.D'Arge)(1974)は,外 部

性 に関する当事者間の交渉 を前提 とし,長 期における富効果を考慮するときに

はコースの定理は成立 しないことを指摘 している。その理由として次のように
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述べている。「企業の利潤性は(コ ス トレス と仮定 された)参 入を決定 し,外

部性に関する財産権の配分が外部性を発生する企業とそれを被る企業の相対的

な利潤性に影響を与 えるので,産 業構造が財産権の内容によって変化すること

は明 らかである。」12)ここで,注 目すべ きことに,シ ュルツ&ラ ルフ(1974)

は外部性に関する法律上の責任ルールではなくて財産権 という用語を使ってい

る点である。コース(1960)の さまよえる牛の例では,外 部性 に関する法律上

の責任ルールが取 り決め られていることを前提 とし,当 事者間で交渉するとき

にコースの定理 と呼ばれる結論に到達 している。しか し,コ ース(1960)の こ

の例では,コ ースの定理 と呼ばれる結論 は外部性に関する法律上の責任ルール

ではなくて財産権ルールが取 り決め られているときに到達 されるのである。後

述する 且.E.フ レッシュ(H.E.Frech皿)(1979)で は,2つ のルールを区別

するときには,長 期において企業の参入や退出を認めるときであっても,コ ー

スの定理が成立することを数学的に証明している。

(3.4)外 部性 に関する法律上の責任ルールと財産権の区別

コースの定理では,汚 水や騒音,粉 塵のような外部性を発生させるものを当

事者が取引することを示唆 している。 このためには,外 部性 を発生 させるもの

に法的な資格が付与 され,そ の法的な資格が何 らかの方法で保護されていなけ

ればならない。こうしてはじめて外部性 を発生 させるものは当事者間で取引さ

れることになるのである。

何 らかの方法を使って法的な資格を保護することがで きる主体は裁判所であ

る。G.カ ラブレジとA.D.メ ラム ド(G.Calabresi&A.D.Melamed)(1972)

は,法 的な資格が保護される方法には財産権ルール,法 律上の責任ルール,譲

渡制限ルールの3種 類があると論 じている。ここでは,法 的な資格がそれぞれ

の方法で保護されているときにはどのような違いがあるかを検討 しよう。第1

に,法 的な資格が財産権ルールで保護 されているときには,そ の資格を保有す

12)W.Schulze&RalphC.D,Arge(1974),p.764.
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る者Xか らXが 納得 した価格でその資格 を購入するまでは,X以 外の者はX

に認められた内容の侵害を禁止される。 この ときには,裁 判所 をはじめあらゆ

る者はXに よって保有された法的な資格の売却価格 を決定することはで きな

い。この資格はXとX以 外の者 との問の自発的な取引において双方が納得 し

た価格でのみ取引されるのである。第2に,法 的な資格が法律上の責任ルール

によって保護されているときには,そ の保有者Xの 意思 に関係 なく,X以 外

の者が この資格の価値 を低下させ ることは可能であ り,事 後的にXに 対 して

価値の低下分 を損害賠償額として支払 うことになる。このときには,裁 判所が

損害賠償額を決定するのである。 この結果,損 害賠償額 はXが 価値の低下 に

対 して支払ってもらいたい金額 とは一致 しないこともあるのである。第3に,

法的な資格が譲渡制限ルールによって保護 されているときには,上 の2つ の

ルールによるときとは特徴が大 きく異なる。 この ときには,取 引が認め られな

かった り,あ るいは法的な資格そのものが認可 されないこともある。例えば,

選挙権の売買禁止や,奴 隷や麻薬の売買の禁止がある。

コースも指摘 していることであるが,取 引 コス トが存在する現実の世界にお

いては,は じめに誰が法的な資格を割 り当てられているのかという法律上の状

況は効率的な資源配分を達成するためには重要である。したがって,裁 判所は,

効率的な資源配分を達成す るという観点か ら,誰 にどのルールで保護 された法

的な資格 を割 り当てるかを注意深 く決定 しなければならない。このような決定

を法的な資格の決定とい う。

J.L,コ ールマン(J.L.Coleman)(1988)は,外 部性を発生 させるものに付

与された法的な資格が譲渡制限ルールを除 く上の2つ のルールで保護 された と

きに,そ れ らが外部性 を発生 させなが ら生産 を行 う者Aと その影響 を受ける

者Bの どちらに割 り当て られるかによって,表11に 示 したように,裁 判所が

異なる決定 を行うことを指摘 している。第1に,法 的な資格が財産権ルールに

よって保護されてAに 与えられているときには,BはAの 同意なしに外部性

の発生 を減 らすことができない。 もしもBがAに 事前に同意 を得ずに外部性

を減 らす行動をとっているならば,裁 判所 はBに 対 して差 し止め命令 を下す
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表11財 産権ルールと法律上の責任ルールの違い

権利保護のために採用されるルール

財産権 ルー ル 法律上の責任ルール

外部性を Aに 対 して損害賠償を認め,B
Bに 対して差 し止め命令

法的な資 発生させ に対して外部性を減らす自由を与
を下す

格を与え る者A える

られる当 外部性の Bに 対 して損害賠償 を認め,A
Aに 対 して差し止め命

事者 影響を受 に対して外部性を発生させる自由
令を下す

ける者B を与える

ことになる。第2に,法 的な資格が法律上の責任ルールによって保護されて

Aに 与え られているときには,BはAに 対 して事後的に裁判所 によって決定

された価格 で損害賠償 を支払 うことで,Aの 生産水準 を下げて外部性 の発生

を減 らす 自由を与えられる。第3に,外 部性を発生させるものに付与 された法

的な資格が財産権ルールによって保護 されてBに 与 えられているときには,

裁判所 はAに 対 して差 し止め命令を下す。このときには,Bが 納得するよう

な価格で外部性 の発生 に同意 しない限 り,Aは 外部性 を発生させることを禁

止 される。第4に,法 的な資格が法律上の責任ルールによって保護されてB

に与えられているときには,Aは 事前にBの 同意を得る必要はなく,事 後的

に裁判所によって決定された価格でBに 対 して損害賠償 を支払 うことで,外

部性 を自由に発生させ ることができる。

以上のように,外 部性 を発生 させるものに付与 された法的な資格が法律上の

責任ルールと財産権ルールのどちらによって保護 されているかという区別は,

コースの定理が成立するのか という問題を議論する際に大 きな意味をもつ。一

見すると,コ ースの定理は法律上の責任ルールを前提にしているように思える。

しかし,コースの定理は当事者間で事前 に交渉が行われることを示唆 してお り,

法律上の責任ルールではな くて財産権ルールを前提にしていると考えることが

正 しい。
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(3.5)利 潤関数

R.A.タ イボー ト(R.A.Tybout)(1972)は,取 引コス トと所得効果が存在

しなことを所与 とするとき,外 部性 を発生 させ る産業Aと この影響を受 ける

産業Bの 総利潤は法律上の責任ルールによって変化 し,ゆ えにコースの定理

は長期 において成立 しない ことを証明している。これに対 して,フ レッシュ

(1973)は,タ イボー ト(1972)の 枠組みを使い,外 部性 を発生 させる権利(つ

まり財産権)の 資産価値 を考慮するときには,産 業Aと 産業Bの 総利潤 は同

じとなり,コ ースの定理は成立することを証明している。

タイボー ト(1972)は,線 形かつホモジェニアスな生産関数を仮定する。産

業Aの 利潤関数をπAと 産業Bの 利潤関数を πBと し,そ れぞれの産業が生産

する財の量をX,そ の価格をPと す る。また,生 産のために投入された労働

量 をL,資 本量 をCと し,賃 金をw,資 本収益 をrと す る。 さらに,外 部性

を1単 位発生させる ときの損害賠償額 をKと し,産 業Aに とっての外部性の

限界利潤 と産業Bに とっての限界損失が等 しくなるように需給によって決定

される外部性の均衡排出量 をSと す る。産業Aに 法律上の損害賠償の責任が

割 り当て られているときには,そ れぞれの産業における財の最適生産量 は,

πAニpAXA-KS-wLA-rCA=0

πB=pBXB+KS-wLB-rCB=0

となるように決定される。 もしも産業Aに 対 して法律上の損害賠償の責任が

割 り当て られていないならば,産 業Bは 産業Aに 対 して適当な外部性の排 出

量を達成するために損害賠償金を支払わなければならない。交渉が存在 しない

ときの排出量をZと すると,財 の最適生産量は,

πA=pAXA+K(Z-S)-wLA-rCA=KZ

πB=PBXB-K(Z-S)-wLB-rCB=-KZ

となるように決定 される。 このように,損 害賠償に関する法律上のルールが異

なるときには,外 部性 に関連 した2つ の産業の利潤関数が異な り,必 ず しも利
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潤お よび財の生産量 は同 じとはな らないのである。 したがって,タ イボー ト

(1972)は 長期 においてコースの定理が成立 しない と結論づけている。

フレッシュ(1973)は,タ イボー ト(1972)と 同 じ枠組みを使い,法 律上の

責任ルールではなくて財産権ルールによって法的な資格が保護されているとき

には,コ ースの定理が成立することを次のように説明している。産業Aに とっ

て外部性 を発生 させる権利(=財 産権)の 資産価値は,受 け取った金額K(Z-S)

と支払 わずに済んだ損害賠償額KSの 総計の現在価値 に等 しくなる。他方,産

業Bに とっての財産権の価値は支払わず に済んだ金額K(Z-S)と 受け取 った

損害賠償額KSの 総計の現在価値に等 しくなる。 したがって,ど ちらの産業に

とっても財産権の現在価値はKZ/rと なる。この権利がrの レン トを生み出す

ことに注意 しなが ら,外 部性 を発生させ る財産権が産業Bに 割 り当て られた

ときの2つ の産業の利潤関数は,そ れぞれ,

πA=pAXA-KS-wLA-rCA=0

πB=pBXB+KS-wLB-rCB-r(KZ/r)

=pBXB-K(Z-S)-wLB-rCB=0

となる。反対に,こ の権利が産業Aに 割 り当て られた ときの2つ の産業の利

潤関数は,そ れぞれ,

πA=pAXA+K(Z-S)-wLA-rCA-r(KZ/r)

=pAXA-KS-wLA-rCA=0

πB=pBXB-K(Z-S)-wLB-rCB=0

となる。このように,外 部性 を発生させ る財産権の資産価値 を考慮するときに

は2組 の利潤関i数は同じとなる。ここから,フ レッシュ(1973)は,コ ースの

定理は長期においても成立するとい う結論を得ている。

(次号に続 く)


